
令和７年度 第７回板倉区地域協議会 次第 

 

 

日時：令和８年２月２４日(火) 

午後６時～ 

場所：板倉コミュニティプラザ 

３階 市民活動室 

 

 

１ 開  会  

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 自主的な審議 

・ 部会について 

① これまでのまとめ 

② 新年度のテーマ選定 

 

 

４  報告事項 

・ 「板倉保養センター」の料金改定について 

・ 地域独自の予算事業の一覧について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉  会 



柱① 地域産業の活性化（山間地・ベテランチーム）

取組の概要 推進体制

短期

中期

長期

中心となる
組織等
（候補）

中心となる組織等の
取組内容

（どんなことを）

実施主体【実行部隊】
となる人や組織・団体
（誰が、誰と）

実施主体【実行部隊】の
役割・取組内容
（どんなことを）

短期 ・まちづくり振
興会
・JA

・販売の仕組みづくり
・広報活動

・まちづくり振興会
(えしんの里)
・JA女性部

・外部への視察
・売り場の確保
・商品の集荷
・イベントの開催

中期 ・猟友会
・寺野地区と
筒方地区

・狩猟免許の取得
・集荷、販売の仕組
みづくり

・いたくら猟友会
・連絡協議会

・ジビエの解体加工施設の整備
・販売先の選定
・ジビエレシピの開発
・加工商品の検討

長期 ・上越市 ・ふるさと納税 ・農業振興会 ・新商品の開発
・猟友会の新人発掘
・鳥獣被害の対策

市場の設置
いちば

ジビエ、
山菜の商品化

外部への
販路拡大

別紙



取組の概要

柱② 自然資源活用と観光振興（山間地・ヤングチーム）

推進体制

中心となる
組織等
（候補）

中心となる組織等の
取組内容

（どんなことを）

実施主体【実行部隊】
となる人や組織・団体
（誰が、誰と）

実施主体【実行部隊】の
役割・取組内容
（どんなことを）

短期 ・板倉まちづく
り振興会
・上越市
・新潟県

・予算の確保
・各実施団体との交
渉

・やすらぎ荘
・YAWAYAWAマー
ケット
・Light field
・板倉区中山間地域
農業振興会
・新潟県山岳協会
・信越トレイル事務
局
・関原正礎さん

・体験会や大会の開催
・大会や体験会に参加した方へ、やすら
ぎ荘で利用できる割引券の配布
・YAWAYAWAマーケットにて体験会の開
催
・光ヶ原高原に設置する補給物(野菜)の
提供や設置
・自動販売機の設置(ラインナップに特色
あるもの)

中期 ・板倉まちづく
り振興会
・上越市
・新潟県

・お寺や自治体、町
内会 からの利用許
可を取得
・管理費などの検討
・寝具等の手配

・智泉寺
・関田自治区
・大野自治区

・施設の案内
・山小屋づくりのワークショップの開催
・ワークショップにて自伐型林業で発生し
た間伐材の利用

長期 ・板倉まちづく
り振興会
・上越市
・新潟県

・車両の確保
・運行ダイヤの検討
・管理人の設置

・運送業者
・光ヶ原ファンクラブ
・板倉まちづくり振興
会

・クライミングの大会会場や体験会場、宿
泊施設、をつなぐバスの運行。
・小学校の改装工事、施設の充実化
・グリーンパル光原荘を宿泊や体験施設
として復活させる。

短期

中期

長期

①クライミングの体験会や
大会を通じて、板倉にかか
わる人口を増やす。

②光ケ原高原に補給物や
自販機を設置する。

①お寺や公民館などを宿
泊施設として利用できるよ
うにする。
②山小屋づくり(ワーク
ショップとして実行)

①バスの運行など交通の
便を良くし、自転車を積み
込める車両を用意。

②グリーンパル光原荘の
復活



取組の概要

柱③ 移住促進と住居整備(平場・ベテランⅠチーム)

推進体制

中心となる
組織等
（候補）

中心となる組織等の
取組内容

（どんなことを）

実施主体【実行部隊】
となる人や組織・団体
（誰が、誰と）

実施主体【実行部隊】の
役割・取組内容
（どんなことを）

短期 ・町内会 ・空き家情報の収集 ・町内会
・民生委員
・地域協議会
・中山間地域農業振
興会
・商工会

・空き家情報データベースの作成

中期 ・地域の各団
体により結成
された協議会
（新設）

・移住受け入れ体制
の整備

・協議会（町内会、
商工会、不動産会
社、農協）

・町内会の紹介（手引）、勧誘
・業者や組合との提携
・地域の担当者を決める
・移住相談窓口の開設
・おためし移住制度

長期 ・協議会 ・移住にかかわる情
報の発信、紹介

・町内会
・システム開発会社

・チラシ作成、ホームページの開設
・マッチングアプリの開発

短期

中期

長期

空き家情報の収集

移住受け入れの組織づくり

移住情報の一元化と拡散



取組の概要

柱④ 教育・文化の振興（平場・ヤングⅡチーム）

推進体制

短期

中期

長期

中心となる
組織等
（候補）

中心となる組織等の
取組内容

（どんなことを）

実施主体【実行部隊】
となる人や組織・団体
（誰が、誰と）

実施主体【実行部隊】の
役割・取組内容
（どんなことを）

短期 ・まちづくり振
興会

・ツアーの受け入れ
窓口
・地域の名人発掘
・大学への宣伝

・まちづくり振興会
・町内会
・市（下支え）

・ちまき、笹ずし、そば打ち体験
・地域の魅力発見ツアーの開催

（地域の内と外から）
・伝統技術の継承、価値の見直し

中期 ・まちづくり振
興会

・校舎の使い方に関
する意見のとりまと
め
・ニーズ調査

・市
・民間企業

・ニーズに合わせた校舎の改修

長期 ・まちづくり振
興会

・発見された魅力を
活かす取組の内容を
広くPR

・まちづくり振興会
（住民）

・内外で認識された魅力、価値ある文化
の発信
・保育園から高校、さらには社会人でも学
べるまちのPR

地元ツアーの試験導入

合宿施設や空き校舎の
教育向け転用

板倉区が特色ある教育
モデルとして外部へ発信

≪ 38Ｐ ≫



取組の概要

柱⑤ 互助活動の促進と地域コミュニティ強化（平場・ベテランⅡチーム）

推進体制

短期

中期

長期

中心となる
組織等
（候補）

中心となる組織等の
取組内容

（どんなことを）

実施主体【実行部
隊】

となる人や組織・団
体

（誰が、誰と）

実施主体【実行部隊】の
役割・取組内容
（どんなことを）

短期 ・板倉区まち
づくり振興会

・住民の要請に応じ
てサロンバスの運行
・運行の仕組み作り

・振興会職員（サロ
ン・町バス）

・買物支援（現状のベースの中で実現可
能）

中期 ・板倉区まち
づくり振興会

・単発案件のマッチン
グ仕組み作り
・地域内互助のフ
ロー作成
・事務局機能の強化
・財源確保（補助の
要請）
・ライドシェア特区の
申請

・振興会職員（アル
バイト含む）
・塗装、板金、足場
業者
・板倉建築組合
・中山間地域農業振
興会
・タクシー会社

・住民が望む生活支援の実施
（例：草刈り支援、雪下ろし支援、側溝清
掃支援等）
・移動支援（ライドシェア）

長期 ・板倉区まち
づくり振興会
・新法人

・継続的な収入減の
確保
・運営担当の確保
・地域基幹産業への
人材派遣

・地元住民（セカンド
キャリアとしての活
躍の場）
・移住者（雇用の創
生）
・地域営農組織

・解決課題の継続（地元解決型）
・地域基幹産業の事業継続

住民が求める支援ニーズ
の把握

①受付・発注の仕組み作り
②受け皿の構築
③支援内容の拡大

持続可能な財源運用
持続可能な地域づくり



取組の概要

柱⑥ 情報発信と外部との連携強化（平場・ヤングⅠチーム）

推進体制

短期

中期

長期

中心となる
組織等
（候補）

中心となる組織等の
取組内容

（どんなことを）

実施主体【実行部隊】
となる人や組織・団体
（誰が、誰と）

実施主体【実行部隊】の
役割・取組内容
（どんなことを）

短期 ・総合事務所
・学校

・SNS開設
・小中学生に向けた
SNS開設の講習会

・総合事務所職員
・小学生高学年
・中学生
・高校生

・ネタ出し、編集案出し
・学校の様子の発信
・生活の様子を発信（田んぼ、四季など）
・色々な組織の活動内容の発信
・他の柱の内容の発信

中期 ・まちづくり振
興会

・総合事務所

・区の魅力を発信す
るイベントを開く
・その他イベントの計
画

〇花火大会・まつり
〇地区運動会

・商工会
・学生
・ボランティア

・特産品のアピール
・着ぐるみ作成（いたくらけいと）
・光ヶ原高原の整備（キャンプ場など）
・東京や上越市内でのイベントに参加し、
区の魅力を発信していく

長期 ・新会社
・総合事務所

・空き家・空地の情報
提供
・雇用促進

・新会社代表
・板倉区民

・新会社が道の駅（のようなもの）を作る
・光ヶ原高原をスキー場や、雪まつりがで
きる場所に整備する
・大学or専門学校を誘致する
・「働く」、「住む」、「遊ぶ」、「学ぶ」のす

べてができる場所を作り、板倉の魅力と
して発信する
・移住の場所、上越市から出た人が戻っ
てくる場所として発信していく

SNSの立ち上げ、発信を
する

板倉区の魅力を発信する
イベントを開く、イベントに
参加する

①新会社を設立する
②道の駅を開設する
③移住促進・企業誘致の
    発信をする



１．適用日

単位 現行額 上限額(条例改定後) 設定利用料金 備考

650円 900円 700円

350円 350円 350円

100円 300円 100円

無料 無料 無料

4,600円

3,900円

3,600円

1,100円 1,400円 1,400円

605円 800円 700円

中学生以上（大人） 5,670円 15,000円 8,800円

小学生 4,280円 12,000円 6,420円

3歳以上就学前までの者 無料 9,000円 無料

3歳未満の乳幼児 無料 無料 無料

中学生以上（大人） 5,670円 15,000円 11,800円

小学生 4,280円 12,000円 9,420円

3歳以上就学前までの者 無料 9,000円 無料

3歳未満の乳幼児 無料 無料 無料

中学生以上（大人） 5,670円 15,000円 12,800円

小学生 4,280円 12,000円 10,420円

3歳以上就学前までの者 無料 9,000円 無料

3歳未満の乳幼児 無料 無料 無料

中学生以上（大人） 5,670円 15,000円 10,800円

小学生 4,280円 12,000円 8,420円

3歳以上就学前までの者 無料 9,000円 無料

3歳未満の乳幼児 無料 無料 無料

1面1時間につき 530円 530円 530円 施設利用者は無料

*利用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

*料金はすべて消費税を含む額

*上記料金のほか、誘客のためのイベント等により、割引を実施することがある。

なし 2,200円

1人1泊

・飲食料金を除く

1人1泊

③ 年末年始 1人1泊

1人1泊

1室1時間につき

　　ゲートボール場

15畳

8畳

① 通常料金

日帰り利用

50畳

42畳

39畳

④ ②③の期間以外
rrrrの土曜日

宿泊利用

② GW、お盆

入館
（大浴場）

中学生以上（大人）

1人

・ファンクラブ会員特典で
100円引き
・ポイントカードによる割引
券使用で400円減額
シニアパスポート提示で
400円

小学生

3歳以上就学前までの者

3歳未満の乳幼児

区分

資料１

「板倉保養センター」の料金改定について

あ2令和8年4月1日

２．改定後の利用料金の額



資料２

目名称 事業名 担当課

板倉区

1
ベースキャンプｉｎ光ヶ原高原
（光ヶ原高原活性化）事業

特定非営利活動法人板倉まちづくり振興会、
市（提案団体：特定非営利活動法人板倉まち
づくり振興会）

2,418 2,196 222 観光交流費
観光施設等整備
事業

観光振興課

2 いたくら里山彩花事業 みどりやすらぎグループ 5,055 3,255 1,800 観光交流費
観光施設等管理
事業

観光振興課

3 光ヶ原高原ヒルクライム 光ヶ原高原ヒルクライム実行委員会 4,327 2,331 1,996 体育振興費
一般スポーツ活
動推進事業

スポーツ推
進課

4
ＹＡＷＡＹＡＷＡ ＭＡＲＫＥＴ
ｉｔａｋｕｒａ事業

ＹＡＷＡＹＡＷＡ　ＭＡＲＫＥＴ実行委員会 1,570 1,063 507 地域振興費 地域振興事業 地域政策課

5 廃校を活用した交流の場創出事業 板倉区中山間地域農業振興会 2,200 1,539 661 体育振興費
一般スポーツ活
動推進事業

スポーツ推
進課

6
板倉の文化語り部継承とアーカイ
ヴ事業

いたくら文化研究会 571 399 172 文化振興費 文化振興企画費 文化振興課

計　6件 16,141 10,783 5,358

※令和8年度予算は、令和8年第2回（3月）上越市議会定例会での議決をもって成立します。

令和8年度地域独自の予算事業　地域自治区別事業一覧表

※実施主体と提案団体が異なる場合は、「実施主体」欄に括弧書きで提案団体名を記載している。
※「自己負担額」欄には、補助事業における実施団体の自己負担額を記載しており、市の直営事業の場合、「－」を記載している。

区名 事　業　名 実施主体
総事業費
（①）
(千円)

予算額
（②）
(千円)

自己負担額
（①-②）
(千円)

歳出科目
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